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I は じ め に

本稿は，ワークフェア型の改革が進められつつ
ある日本の母子福祉政策の課題を探るために，先
行する 1996年のアメリカ福祉改革について，ケー
スロード 1）低下の背景とワークフェアを支える仕組
みを考察するものである。
アメリカの公的扶助は，子どものいる家族を対象
とするTANF（Temporary Assistance for Needy
Families：貧困家族一時扶助），障害者・高齢者を
対象とするSSI（Supplemental Security Income：
補足的所得保障）のほか，現物給付として Food
Stamps（食糧切符）およびMedicaid（医療扶助），さ
らには州や自治体が独自に運営するものとして
General Assistance（一般扶助）が存在する。AFDC
（Aid to Families with Dependent Children：要扶
養児童家族扶助）を廃止し TANFへと置き換えたア
メリカ福祉改革の経緯や内容については，すでに日
本でも数多く紹介されてきた〔カマーマン 1997；西
c1998；下夷 1999；後藤 2000；小池 2000；新井
2002；杉本 2003；青木 2003；根岸 2004；阿部
2004など〕。その大きな特徴は，① TANFの権限を
州に委譲し連邦から州への補助金を一括補助金と
して固定化したこと，②州に対して TANF受給者の
最低就労参加率を設定し週 30時間以上（末子が 6
歳未満の場合は 20時間以上）就労活動に参加さ
せることを義務づけたこと，③連邦財源を用いる
TANFの支給期間を生涯 60カ月（5年）に限定した
こと，などである。TANFは連邦政府の責任の下で

保障される権利（entitlement）としての性格を失い，
手当を受け取るためには就労活動の義務が課され
ること，義務が満たせない場合は制裁規定により手
当が減額または停止されること，さらに給付は生涯
で 5年間に限られるといった契約的な意味をもつよ
うになった。1996年 8月から 2002年 9月までの間
に，TANFケースロードは世帯数で 54.1％，支給者
数で 59.2％と大きく減少した〔USDHHS 2004，I-
Table A, B〕。

18歳未満の子を養育する家族が対象である
TANF受給世帯の多くは母子世帯であり，日本の
制度としては，低所得母子世帯に支給される児童
扶養手当，あるいは低所得世帯一般に支給される
生活保護に相当する制度である 2）。日本において
も離婚の増加にともなう母子世帯数の増加を背景
として，児童扶養手当や生活保護の受給世帯が増
加していることから，福祉手当の支給に重点を置
くのではなく就労による自立を支援するといった
ワークフェア型の改革が進められている。
たとえば 2002年の母子福祉改革では，子育て
支援策や就業支援策が拡充される一方，勤労所
得の増加により児童扶養手当を逓減する仕組みが
導入され，受給者の 46％が手当減額の対象と
なった〔藤原 2003〕。また「児童扶養手当の支給を
受けた母は，自ら進んでその自立を図り，家庭の
生活の安定と向上に努めなければならない」（児
童扶養手当法第 2条）と自立への努力義務が明記
され，「正当な理由がなくて，求職活動その他厚生
労働省令で定める自立を図るための活動をしな
かったとき」は，手当の全部または一部を支給し
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ないことができるとする条項が設けられた（同法第
14条）。さらに「支給開始月の初日から起算して 5
年」または「手当の支給要件に該当するに至った日
の属する月の初日から起算して 7年」を経過したと
きは，身体上の障害等のある場合を除き，最大 2
分の 1まで手当額を減額する規定が導入された
（同法第 13条）。
生活保護についても 2005年度より自立を図るた
めの技能習得費や就職支度費などの「生業扶助」
が拡充され高校就学費用が認められる一方，母
子・父子世帯や子を祖父母等が養育する世帯に
認められていた「母子加算」の対象が 18歳から 15
歳の年度末までに制限され，一部母子世帯の生活
保護基準が引き下げられた。また，生活保護の制
度目的のひとつである「自立助長」を実質化するた
めの「自立支援プログラム」が新たに導入され，現
在，各地方自治体は，地域の現状や社会資源等を
踏まえて，生活保護受給者の自立・就労支援に活
用する多様で重層的なメニューの開発と実施を模
索している。
児童扶養手当や生活保護を受ける母子世帯を
就労による自立へと結びつけるという政策課題に直
面している日本において，福祉受給者に就労要件
を課し，福祉受給期間にタイムリミットを設けるアメリ
カ福祉改革は，福祉受給者の大幅な減少につなが
る魅力的な政策モデルに映る。しかし TANFケー
スロードから離れた人たちが必ずしも安定した仕
事につき経済的自立を成し遂げたわけではない。
また連邦から州に権限が委譲された TANFの運
用は複雑であり，連邦規定の特徴のみで福祉改革
の性格を評価することもできない。本稿は，福祉受
給者の就労による自立という意味においても，財政
支出の削減という意味においても，TANFケース
ロードの指標で改革の成否が測れるものではない
ことを主張する。また，タイムリミットや就労要件と
いった特徴がワークフェアを実質化するのではなく，
福祉制度の枠内・枠外における柔軟で広範な取り
組みが重要であることを主張する。
本稿の構成は以下のとおりである。第 II節では

TANFの制度運用上の視点からケースロード低下
の背景を考察し，第 III節はワークフェアを支える

仕組みとして TANF制度の枠内外における取り組
みを考察する。第 IV節ではアメリカ福祉改革を踏
まえた日本の政策への示唆を述べ，第 V節を結語
とする。

II ケースロード低下の背景

TANFケースロードの低下はアメリカ福祉改革を
象徴するものであり，改革を評価する側も批判す
る側も，TANF受給者の急激で大幅な減少を判断
基準のひとつとしている。しかし TANFから離れ
た人たちが必ずしも安定した仕事につき就労によ
る自立を達成したわけではない。TANF退出者の
追跡調査を整理した阿部〔2004〕によれば，①
TANF退出者の約 60％は退出直後には就労して
いるが，その仕事は不安定であり，退出後 1年を
通して就労していたのは約 3分の 1にすぎない，
② 1999 年調査で 20 ％，2002 調査で 26 ％の
TANF退出者が TANFを再受給している，③仕事
も他の所得源泉もない TANF退出者は，1999年
調査で 10％，2002年調査で 14％存在する，など
ケースロードから離れた人たちの厳しい現実を指
摘している。
ではなぜこれほどまでに TANFケースロードは
低下したのだろうか。好景気が続いたアメリカ経
済の影響や後述する EITC制度の拡充も TANF
ケースロードの低下に寄与したことが認められて
いるが，1994年 3月以降の月平均受給者数の減少
の 4分の 3以上は，福祉改革そのものの結果だと
みなされている〔USDHHS 2003，p.II-5〕。しかし，
ケースロードから離れた人たちが必ずしも福祉か
ら就労への移行をうまく成し遂げたのではないと
するならば，ケースロードの低下を導いた背景と，
その後，彼らはどのようなサポートを受けているの
かが明らかにされねばならない。そこで本節では，
TANFの制度運用上の視点からケースロード低下
の背景を考察する。

1 制裁（sanctions）
1996年から 1998年にかけて各州で正式にス
タートした TANFは，2003年 1月までにすべての
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州で最初のタイムリミット迎えた。しかし 2002年度
に TANFから離れた 203万家族のうち，タイムリ
ミットに達したことを理由とする割合は 3％であり，
いまだきわめて少ない。雇用されたことを理由に
TANFから離れた割合も 17％にすぎず，結婚を
理由とする割合は 0.1％とわずかである。TANF
から離れた理由で最も多いのは，TANFの受給資
格にかかわるケースマネージメントに協力しなかっ
たという理由であり（21.6％），就労要件を満たさ
なかった（4.2％），他の義務 3）を果たさなかった
（2.6％）といった理由をあわせると，TANFから離
れる理由の約 3割は受給資格が剥奪された結果
である〔USDHHS 2004，Table 10:48〕。
たとえばケースマネージャーとの面接を無断で
欠席したり，受給資格の再認定にかかわる書類や
証明書を提出しない場合は「非協力」とみなされ，
就労要件を満たさない場合と同様，制裁規定が適
用される。イリノイ州の場合，要件を満たすまで最
大 3カ月間，TANFの金額を半分に削減した後で，
それでも要件が満たされない場合は TANFの現
金給付を終了させる〔University Consortium on
Welfare Reform 2002，pp.64-65，p.86〕。ニュー
ヨーク市では就労可能と認められた 20万ケース
のうち 4分の 1に相当するケースが制裁下におか
れていたか活動要件を満たしていなかったとされ
ており〔Wiseman 2000，p.235〕，ケースロードの急
激で大幅な低下の理由のひとつは各州で細かく設
けられた制裁規定による。

2 時間節約と転換プログラム
タイムリミットに達したことを理由に TANFから離
れるケースがいまだ少ないとはいえ，タイムリミット制
度は TANF受給者とケースマネージャーの行動に
影響を与えている。「生涯で 5年」というタイムリミッ
トは，今しばらくは手当を受けない，あるいは 1カ
月でも早く手当から離れるといった行動は，本人に
とって将来的に TANFを受給できる時間が増える
ことを意味するからである。福祉事務所に相談に
来た市民に対して TANFではなく当面の現金を支
給する「転換 diversion」プログラムは TANFを受給
する権利を侵害しているとして批判的な見方もある

が〔相内 1999〕，医療（Medicaid），食糧（Food
Stamps），光熱費（Energy Assistance），住宅
（Public Housing），保育（Child Care Subsidy）と
いった部分的な支援で対処できるのであれば，将
来のために TANFの時間は節約させたほうが良い
というケースマネージャーの判断もあるだろう。この
ように，時間節約が可能であるというTANFの特徴
が，受給資格があってもTANFを申請しない人や
TANFから離れる人を増加させ，ケースロードの低
下に結びついたと考えられる。このことは当然，制
度の捕捉率の低下につながっており，AFDC時代
1981～ 1996年では 77～ 86％で推移していた補
足率は 2002年の TANFでは 48％にまで落ち込ん
でいる〔USDHHS 2005，p.II-18〕。

3 プログラム・シフト
次に注目すべきは，プログラムのシフト，すなわ
ちケースロードのシフトが生じている可能性であ
る〔Karoly et al. 2001；Schmidt & Sevak 2004〕。
福祉改革以前は，障害のある母子世帯の母親は
たとえ SSIの受給資格があっても医者による障害
認定が必要で手続きが複雑な SSIではなくAFDC
を申請することが多かった〔Schmidt & Sevak
2004〕。しかし，TANFのタイムリミットと就労要件
は，障害のある母子世帯の母親に SSIを選択する
インセンティブを増加させた。SSIは福祉改革以
降，市民権のない者等に対して制限されるように
なったが，現在のところタイムリミットも就労要件も
課されていない。SSIの財源は州独自の補填以外
はすべて連邦政府によってまかなわれているた
め，TANFから SSIへ受給者がシフトすることは州
にとってもメリットがある。
また AFDCとTANFのケースロード変化を判断
するうえでは，他の福祉プログラムとの関連に注意
する必要がある。福祉改革以前，母子世帯にとっ
て AFDCは他の福祉サービスを受け取るチケット
の役割を果たしており，AFDC受給者とMedicaid
受給者，Food Stamps受給者はほぼ重なっていた。
しかし福祉改革以降，現金給付とその他の福祉プ
ログラムは明確に分けられた〔Greenstein &
Guyer 2001〕。つまり TANFは受給しないが
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Medicaidや Food Stamps は受け取っているとい
う母子世帯が増加したにもかかわらず，連邦政府
が州に報告を求めるケースロードは TANF現金給
付のケースロードのみである〔Swartz 2001；ザ
ビッキー 2003〕。それゆえ，AFDCと TANFの現
金給付のケースロードを比較するだけでは，全体
としての福祉をとらえるには十分ではなく，TANF
の現金給付を受けていないことが必ずしも福祉か
らの離脱を意味するわけではない。障害のある母
子世帯が SSIへ移行した可能性も考慮すると，アメ
リカ福祉改革は，TANF受給者を労働市場にシフ
トさせただけでなく，他の福祉プログラムのケー
スロードにシフトさせたという見方も可能である。

III ワークフェアを支える仕組み

TANFケースロードの低下が必ずしも単純な福
祉から就労への移行を意味しないのと同様，タイ
ムリミットや就労要件がそのまま福祉受給者に就
労への移行を促すわけではない。重要なのは「働
くことが報われる仕組みmaking work pay」をいか
に構築するかであり，州によってはタイムリミットや
就労要件を柔軟に適用しつつ就労による自立を実
質化する取り組みもみられる。また TANFの一括
補助金は連邦財政支出の削減を意味するのでは
なく，連邦・州あわせた多くの財政支出がワーク
フェアの実現を支えている。本節ではアメリカ福
祉改革後のワークフェアを支える仕組みとして
TANFの枠内外における制度運用上・財政上の取
り組みを考察する。

1 タイムリミットの解釈と運用
生涯で 5年の受給期間制限は TANF最大の特
徴であるが，州はそれぞれ異なるタイムリミット・ポ
リシーを持ち，その運用も複雑である。州政府から
のデータを集約して毎年連邦議会に提出される
TANF年次報告書の 2004年版によると，2つの自
治領とグアム準州およびコロンビア特別区を含めた
54州のうち，タイムリミットを 5年に設定しているの
は 41州であり，5年以下の州が 8つあるものの，マ
サチューセッツ州やミシガン州など 5つの州には生

涯タイムリミットは存在しない〔USDHHS 2004，
Table 12:10〕。もっとも，5年を超えて連邦財源を使
うことはできないため，それらの州は州の財源を用
いて TANFと同様の給付を継続して行っている。
またタイムリミットを設けている州のなかでも，カ
リフォルニア州やインディアナ州など 8つの州で
は，タイムリミット到達後も子どもに対する手当分は
継続して給付している〔USDHHS 2004，Table
12:10〕。このような「子どものみケース child-only
cases」は，世帯としてタイムリミットに達した場合だ
けでなく，親の事情で TANFが受けられない場合
（親が就労要件を満たさず制裁を受けている，親
に市民権がない等）や，障害を理由に親は SSIを
受けている場合なども含まれる。TANFケース
ロードに占める「子どものみケース」の割合は，親
を含めたケースが減少するなか相対的に増加して
おり，親の制裁ケースを除いても，1996年度の
21.5％から 2002年度には 36.6％に及んでいる
〔USDHHS 2004，I-Figure E〕。このような「子ども
のみケース」には就労要件は課されず，タイムリ
ミットも適用されない。
タイムリミットの運用の多様性を担保しているの
は，連邦政府がケースロードの最大 20％まで認め
ている免除制度（exemption）である。各州はそれ
ぞれ，どういったケースにタイムリミット適用を免除
するかを規定しており，たとえば，親本人に病気や
障害があるケース，親が障害のある家族のケアを
しているケース，利用可能な子どもの保育手段が
ないケース，DVの被害を受けていたケースなど
に対しては，タイムリミットの適用除外とする州が少
なくない〔SPDP 2001；Bloom et al. 2002，pp.108-
109〕。イリノイ州では，ひとり親が週 30時間以上
（ふたり親は週 35時間以上）働いている場合は
「Stopped Clock制度」を適用し，タイムリミットに換
算する TANF受給期間の時計の針を止めている
〔University Consortium on Welfare Reform 2002，
p.3，86〕。
さらに連邦基準を超えて，ほぼすべての州はタ
イムリミット到達後の延長制度（extension）を規定
している。免除の基準と同様，本人や家族に障害
があることなどを基準とする州が多いが，興味深
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いのは半数以上の州で規定されている「誠実努力
Good-Faith Effort」という基準である〔Bloom et al.
2002，pp.110-112〕。つまり，TANF受給者が就労
活動の義務を果たし，ケースマネージャーの指示
通りに職業訓練や求職活動を続けてもなお，
TANFの受給資格を超えるほどの賃金が得られる
仕事に就けない場合は，タイムリミット到着後も
TANFは延長される可能性がある 4）。

2 就労活動の多様性
TANF受給者は原則として週 30時間以上の就
労活動が義務づけられている。しかし「就労活動
work activities」の意味は幅広く，①通常の雇用，
②補助金つきの民間雇用，③補助金つきの公的雇
用，④就労体験，⑤OJT，⑥求職活動，⑦コミュニ
ティ・サービス，⑧ 12カ月以内の職業教育，⑨雇
用と直接関連した技能訓練，⑩雇用と直接関連し
た教育，⑪高卒資格を得るための学校への出席，
⑫コミュニティ・サービス従事者の子どもの保育の
提供，とさまざまである。何を「就労活動」と認め
るかは州の判断に委ねられており，たとえば，コロ
ンビア特別区を含めた 51州のうち「OJT」を就労
活動として認めているのは，1999年 10月時点で
45州であり（自治体の裁量 2州，不可 4州），就労
活動と認める州であっても 15州がその期間を 6
カ月以内に制限するなど，各州で違いがある
〔SPDP 2001〕。また 51州のうち 34州は，2年制あ
るいは 4年制大学への進学を就労活動として認め
ている（自治体の裁量 4州，不可 13州）。うち一部
の州は他の就労活動との両立を条件としたり期間
を制限しているものの，高等教育まで「就労活動」
として認めるというのは，TANFの特徴のひとつで
ある就労要件のイメージを柔軟にする〔Greenberg
et al. 2000，p.31〕。
このように実際の就労だけではなく雇用可能性
を高めるさまざまな活動が「就労活動」として認め
られているが，TANF受給者の就労活動参加率は，
1997年の 30.7％から 1999年の 38.3％までいっ
たんは増加したものの，2000年 34.0％，2001年
34.4％，2002年 33.4％と近年は低下傾向にある
〔USDHHS 2004，III-Figure A〕。ところで，連邦政

府は州政府に対して TANF受給者の最低就労参
加率を設定しており，2002年以降，ひとり親の場
合は 50％，ふたり親の場合は 90％である。最低
就労参加率を達成できない州は連邦政府からの
一括補助金が最大 21％まで削減される。しかし
2002年度の TANF受給者の就労参加率は連邦平
均で 33.4％（ふたり親では 49.4％）であるにもか
かわらず，グアム準州以外すべての州が連邦政府
が定める最低就労参加率を満たしたとされる
〔USDHHS 2004，Table 3:1:a〕。
その理由は第一に，就労活動を免除されている

TANF受給者が多いからである。各州は就労活動
の免除を認める範囲を定めており，「乳幼児がい
る」（44州），「病気や障害がある」（34州），「DV被
害者」（24州）などは代表的な就労活動免除基準
である〔SPDP 2001〕。また TANF受給者であって
も「子どものみケース」はそもそも就労要件は課せ
られない。その結果，2002年度の TANFケース
ロード 206万世帯のうち半数にあたる 102万世帯
（49.5％）は就労要件が課せられる対象ではな
かった〔USDHHS 2004，Table 3:3:a〕。
第二の理由は，福祉改革直後の大幅な TANF
ケースロードの減少によって，連邦政府が定める
最低就労参加率の実質的な率が低下したことであ
る。ひとり親の場合で 50％という名目基準（nomi-
nal standard）は，各州の TANFケースロードの削
減程度によって調整された結果，2002年度の有効
基準（effective standard）は連邦平均でたったの
4.5％となった。ふたり親の 90％という名目基準
も 2002年度の有効基準ではほんの 20.6％にすぎ
ない〔USDHHS 2004，III-Figure B〕。TANFの連
邦規定は州政府に対して TANF受給者の就労活
動参加を義務づける厳しいものであるが，その数
値目標は柔軟に判断され運用されている 5）。

3 給付水準と受給資格の拡大
TANFの給付水準は AFDC時代から州間格差
が大きく，福祉受給者が高水準の給付を求めて州
間を移動する「福祉マグネット効果」を避けるため
に，州による給付水準の切り下げレースが行われ
ることが懸念されてきた〔西 c 1998；小池
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2000；後藤 2000；廣川 2002など〕。しかし 1995
年 7月時点の AFDCと 2002年 6月時点の TANF
を比べた場合，給付水準を引き下げた州はコロン
ビア特別区を含めた 51州のうち 4州にすぎず，
逆に 19州が給付水準を引き上げている〔USD-
HHS 2004，Table 12:2〕。受給資格を認定する際
の所得制限も多くの州が緩和しており，たとえば
1996年 7月時点の AFDCと 1997年 10月時点の
TANFを比べた場合，8州が所得制限を引き下げ
たのに対して，引き上げた州は 2 3 州に及ぶ
〔Gallagher et al. 1998，Table III.3〕。また日本の生
活保護受給者は車の所有も使用も原則として認め
られていないのに対して，TANF受給者はすべて
の州で車の所有が認められており，車は資産制限
の対象外とする州が少なくない〔USDHHS 2004，
Table 12:6〕。
さらに注目すべきは勤労控除の拡大である。勤
労控除はウィスコンシン州を除くすべての州で認
められており〔USDHHS 2004，Table 12:5〕，具体
的な仕組みは州によって異なるものの，たとえば
TANF受給者の勤労所得が月額 $1,000の場合，給
付水準の決定にあたり勤労所得として認定される
のはニューヨーク州では $446，イリノイ州では
$330である 6）。AFDC時代と比べて多くの州で所
得制限が緩和されただけでなく，所得として認定
する範囲を勤労控除で縮小することにより，就労に
よって所得制限を超えることへの恐れ（福祉から
離れることへの恐れ）を緩和し，TANF受給者に就
労インセンティブを与えている。

4 TANF資金
連邦政府が州政府に交付する一括補助金は，州
に対して福祉受給者削減のインセンティブと制度
運用のフレキシビリティを与えるものであるが，そ
の金額は，① 1992年から 1994年の平均，② 1994
年，③ 1995年，のうち最も高い額を基準として，
人口の増減や失業率等の指標が付加的に加味さ
れている。また連邦政府は TANF一括補助金を
交付する条件として州政府に対して M O E
（Maintenance of Effort：継続努力）の支出を義務
づけており，州政府は 1994年 AFDC関連支出の

80％を独自に支出しなければならない。ところで
根岸〔2002〕が指摘するように，1990年代前半は
AFDC受給者がアメリカの歴史上最も多かった時
期にあたり，TANF一括補助金もMOEも歴史上
最も高い金額で固定化されたことに留意する必要
がある。すなわち州政府にとっては，1990年代前
半の AFDC受給者と比べて TANF受給者は半減
したにもかかわらず，連邦政府からの一括補助金
はピーク時の金額が交付され，州政府の支出も継
続することが義務づけられていることから，TANF
に関連する州独自のプログラムや就業支援策を実
施する財政的な裏づけを有することとなった。
その結果，多くの州では TANFから離れた人に
対してもある程度の所得に達するまで支援を継続
している。会計検査院（GAO）が行った 25州の調
査によれば，TANFケースロードとしてカウントされ
る現金給付受給家族の 46％以上に相当する家族
は，現金給付を受け取っていないものの TANF補
助金によって支払われたサービスを受けとってい
る〔USGAO 2002，p.9〕。たとえばニューヨーク州
は TANFの所得制限を超えた人に対しても職業
訓練や賃金補助を継続するため「TANF200％
サービス」と称するプログラムを用意し，所得が貧
困ラインの 200％（2005年度は 3人家族で年間
32,180ドル）に達するまで就業支援を続けている
〔NYSDL 2000〕。このように，TANFから離れた人
たちへの支援を継続して行うことは，TANF受給
者が手当から離れることへの恐れを緩和し，また，
いったん手当から離れた者が再び手当受給者に
戻ることを防止するためにも重要な施策である。

5 TANF以外の補助金プログラム
TANF以外の補助金プログラムも創設・拡大さ
れた。最も規模が大きいのは保育に対する補助金
である。子どもの保育は，母子世帯の母親が働く
際に直面する問題であり，「利用可能な保育がな
いこと」は TANF受給者の就労活動やタイムリミッ
トの適用免除の基準にもあげられる問題である。
福祉改革以降，連邦政府は州に対する「保育一括
補助金 Child Care and Development Block
Grant」を拡大し，多くの州は現金給付の削減で節
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約した TANF資金の一部を保育補助に回してい
る〔杉本 2003，p.153；CEA 2001，pp.201-202〕。
また前述したように AFDCの受給資格とほぼ重
なっていたMedicaidは福祉改革によって TANF
とは切り離され，TANF受給者以外の低所得世帯
にもその適用が拡大された。さらに連邦政府は，
Medicaidの所得制限は超えたが勤め先に健康保
険がなく民間保険への加入がいまだに困難な低所
得世帯に対して 1997年「児童健康保険プログラム
Children’s Health Insurance Program」を創設し，
州が子どもにMedicaidの適用を認めるか別の健
康保険に加入させることを財政的に援助している
〔CEA 2001，pp.230-231〕。
同じく1997年には「福祉から就労への補助金

Welfare to Work Grants」が創設され，長期の
TANF受給者や子どもの養育費支払いの義務を
負う父親等に対する職業訓練，あるいはそれらの
人々を雇い入れた企業への税額控除等，州が行う
就業支援策に対する連邦政府の助成金が設けら
れた〔杉本 2003，p.172；Nightingale & Brennan
1998〕。
このように福祉改革以降，福祉受給者の就労に
よる自立という目的を達成するために TANF以外
の資金が拡大・創設されており，州が TANF受給
者のみならず TANFから離れた人たちへの支援
を継続して行うことを連邦政府は財政面で支えて
いる。

6 税制を通した給付
職業訓練や保育サービスといった就業支援策が
効果をあげ福祉受給者の就労を促したとしても，
それは必ずしも貧困から抜け出ることを意味しな
い。むしろ働くことに付随するコスト（保育費，交
通費，被服費等）は世帯の可処分所得を減らす可
能性がある。Edin & Lein〔1997〕の研究は，
AFDC時代には就労インセンティブがほとんどな
かったこと，すなわち，勤労所得の増加は AFDC
と Food Stampsの給付額を減少させ，保育費用
と通勤費用の増加を招き，結果的に，多少高い収
入を得たとしてもより多くの困難に直面している母
子世帯の暮らしを明らかにしていた。就労による

自立を促進するためには，働くことが報われる仕
組みを構築することが必要であり，EITC（Earned
Income Tax Credit：勤労所得税控除）はアメリカ
福祉改革後の支援のあり方を検討するうえで欠か
せない制度である。

EITCは還付可能な税額控除であり，控除額が
課税額を上回った場合には，負の所得税と同様マ
イナス分が給付される。たとえ最低賃金でも年間
フルタイム働けば EITCとあわせて貧困ライン以上
の所得が得られるよう設計されており，福祉改革
と連動して連邦最低賃金が 1996年と 1997年に引
き上げられる一方，EITCも 1994年から大幅に引
き上げられた。
このような負の所得税型の税制はアメリカ以外
でもイギリス，カナダ，アイルランド，ニュージーラン
ド，ベルギー，フランスなど多くの先進国において
1 9 9 0 年代から 2 0 0 0 年代にかけて普及した
〔Myles & Pierson 1997；内閣府政策統括官
2003〕。その仕組みは各国で異なるが，アメリカ
EITCの特徴は，働いている人が対象であることと，
扶養している子の有無と数により控除額が変動す
ることである。たとえば 2005年度では，子のいな
い労働者が EITCの適用を受けるのは調整した総
所得が年間 11,750ドル以下の場合であり，最大控
除額は 399ドルである。それに対して，子 1人を
扶養している労働者の場合は年収 31,030ドルを
超えるまで最大 2,662ドルが控除され，子を 2人
以上扶養している場合は年収 35,263ドルを超える
まで最大 4,400ドルが控除される〔IRS 2006a〕。
表 1はニューヨーク州の課税モデルである。2005
年の勤労収入が 18,000ドルであるMs. Anderson
は，110ドルの連邦所得税を払うものの，その 40倍
に相当する金額を連邦および州政府からEITCの
形で受け取ることができる。勤労所得が 10,712ドル
で 3人の子のいるMs. Lewisは所得税を支払わな
いにもかかわらず，確定申告することにより連邦から
4,290ドル，州から1,287ドルの EITCを受け取るこ
とができる。Mr. Smithの場合，勤労収入が少ない
ことと扶養する子がいないことから，EITCの金額は
前 2者と比べて少ない。
表 2は同じひとり親の有業者と無業者をモデル
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に，1986年と1998年の可処分所得を比較したもの
である。無業者の場合，福祉手当（AFDC/TANF，
Food Stamps）が減少したことで可処分所得も8,804
ドルから7,717ドルへ 12％低下しているが，有業者
の場合は EITCと保育費補助が拡大したことで可
処分所得が 10,664ドルから 14,593ドルへ 37％増
加している。1986年時点の有業者の可処分所得
（10,664ドル）は無業者のそれ（8,804ドル）と21％
の差しかなかったのに対して，1998年時点（14,593
ドル／ 7,717ドル）では 89％もの差が生じていること
にも注目したい。すなわち無業者に対する現金給付
は確かに削減されたが，有業者に対する金銭的な

給付は増加し，可処分所得の増加という形で「働く
ことが報われる仕組み」を実質化している。

2005年度の EITC適用者は 2190万人，控除総
額は 397億ドルであり，このうち還付方式に基づき
給付を受けた者は 1890万人（適用総数の 86％），
給付額は 346億ドル（控除総額の 87％）にのぼる
〔IRS 2006b，p.9〕。2002年の TANF受給者数は
500万人，TANF現金給付に対する財政支出は連
邦・州あわせて 94億ドルであることと比べると
〔USDHHS 2004，I-Table B，II-table A〕，EITC適
用者およびその財政規模の大きさが理解できよう。
注意すべきはこの EITCは福祉予算には該当し

表 1 ニューヨーク州の課税モデル（2005年度）

Ms.Anderson Ms.Lewis Mr.Smith
ひとり親，子 2人 ひとり親，子 3人 子どもなし

2005年勤労収入 18,000 10,712 4,900

連邦　所得税 － 110 0 0
NY州　所得税 0 0 0
連邦　EITC 3,630 4,290 377

NY州　EITC 999 1,287 113

可処分所得 22,519 16,289 5,390

米ドル

出所） The New York State Community Action Association (2006) Helping Hands Tool-Kit : A
Professional’s Guide to Assistance Programs, TAX PROGRAMS, Earned Income Tax
Credit (http://www.nyscaaonline.org/Helpinghandsweb/index.htm). p.14より作成。

表 2 有業・無業のひとり親の可処分所得モデル（1986年，1998年）

ひとり親（無業） ひとり親（有業）
1986年 1998年 1986年 1998年

勤労収入 0 0 10,000 10,000

連邦所得税，保険料等 0 0 － 879 － 765
AFDC/TANF，Food Stamps 8,804 7,717 2,602 2,602

保育費 0 0 － 2,000 － 2,000
EITC 0 0 777 3,756

保育費補助 0 0 164 1,000

可処分所得 8,804 7,717 10,664 14,593

1998年米ドル

出所） Ellwood, D. T.(2000) “The Impact of the Earned Income Tax Credit and
Social Policy Reforms on Work, Marriage, and Living Arrangements.”
National Tax Journal, Vol.53, No.4, Part 2, pp.1066-1067より作成。
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ないことである。TANFの連邦支出は一括補助金
として固定化されたが，TANF受給者の就労を支
援するための補助金は拡大し，働いても低所得で
ある場合は福祉ではなく税制をとおした給付が行
われている。

IV 日本への政策的含意

日米の母子世帯をめぐる政策変化には表面上い
くつかの共通点がある。両国ともに母子世帯の数
的増加が低所得母子世帯を支援するための社会
保障給付費の増加をもたらし，公的な財政支出へ
の関心を引き起こした。またアメリカ同様，日本に
おいても，現行の福祉制度が母子世帯の就労・自
立意欲を阻害し，福祉依存を招くものであるいう
言説が登場した。すなわち，母子世帯の生活保護
基準が高くなる「母子加算」制度は生活保護を受
けていない低所得母子世帯との均衡を失してお
り，生活保護から抜け出る意欲をなくすものであ
ること，また，「全部支給」「一部支給」の 2段階制
だった従来の児童扶養手当はその切替部分に勤
労所得と可処分所得の逆転現象が生じており，勤
労所得に応じて手当額を細かく設定する 2002年
改革は母子世帯の就労意欲を高めるための改革
であること，などである。児童扶養手当受給開始
5年後の削減についても，母子世帯になった直後
に支援を重点化することで「早期自立」を促す仕組
みとして位置づけられている〔藤原 2003〕。
しかし AFDC受給者の就労率が低かったアメリ
カとは異なり，母子世帯の就労率が 80％以上と高
い日本では，生活保護を受けとる母子世帯でもそ
の半数が就労しており，児童扶養手当にいたって
は就労意欲を阻害するどころかむしろ就労と補完
的関係にあることが確認されている〔阿部・大石
2005〕。母が子をフルタイムでケアすることを国家
が保障する母性保護主義の終焉〔Orloff 2001〕と
性格づけられるアメリカ福祉改革とは異なり，日本
の政策では母子世帯の母は戦後一貫して働くこと
が奨励され就労支援策が重視されてきた〔藤原
2005b〕。また，保育施設が認可・認可外を含めて
全国に広く普及している日本と比べて，アメリカで

は利用可能な保育手段の確保は日本以上に難し
い課題であり，一般的に就労問題とは結びつかな
い医療保険へのアクセシビリティは，低所得者が福
祉から離れて就労自立を達成するのに欠かせな
いアメリカ特有の問題である。
このように日米の母子世帯をめぐっては社会背景
や就労環境をはじめ多くの違いがあるが，低所得
母子世帯を支えるアメリカ福祉改革後の取り組み
は日本の母子世帯政策にも示唆を与える。
第一に，地方自治体の役割の重要性である。ア
メリカ州政府と日本の都道府県・市区町村では性
格は異なるが，各州の実態や政策ポリシーに基づ
き，TANF連邦基準の枠内・枠外において多様で
柔軟な仕組みを模索している州の取り組みからは
学ぶものがある。もちろん，州が用意した制度が
福祉現場でどれほど実行されているかは別問題で
あり多くの課題も指摘されている 7）。だが TANF
の連邦規定のみでワークフェアの是非や強弱を判
断できないのも確かであり，州が連邦規定を柔軟
に運用し積極的な支援を行うことも福祉改革は可
能とした。
ところで日本でも国の補助金を削減し税源を地
方自治体に委譲する税財政改革が 2004年度から
2005年度にかけて行われ，生活保護費と児童扶
養手当給付費の国庫負担を 4分の 3から 2分の 1
へ引き下げ，生活保護における生活扶助と住宅扶
助の設定権限を地方自治体に委譲する提案が国
から示された。両制度は全国統一的に公平・平等
に行う法定受託事務であり地方自治体に裁量の
余地はなくまた裁量をもつべきではないなど地方
側の反対により，生活保護制度の改革は見送られ
る結果となったが，児童扶養手当の国庫負担は 4
分の 3から 3分の 1に大幅に引き下げられた。す
なわち 2006年度以降，児童扶養手当受給者の増
加はこれまで以上に地方自治体の財政支出に直
結することになったのであり，低所得母子世帯を
いかに支援していくのか，地方自治体はこれまで
以上に関心をもつことになると思われる。国は
2002年改革で児童扶養手当の財政支出を抑制す
る一方，就業支援策の予算を拡大し，地方自治体
が実施主体となる 4つの事業を 2003年度からス
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タートさせたが，2006年度の実施割合は「自立支
援教育訓練給付金事業」61.1％，「高等技能訓練
促進費事業」48.0％，「常用雇用転換奨励金事業」
23.3％と十分ではない〔厚生労働省 2006〕。児童
扶養手当の国庫負担割合の引き下げは，地方自治
体に母子世帯への就労支援策を実施するインセン
ティブを与えたといえるのか，今後の動向が注目
される。
では日本でも，児童扶養手当の制度設計や制度
運用すべてにおいて地方自治体に財源委譲と権
限委譲を行うべきだろうか。住民の暮らしにより
近い地方自治体が，住民の声を聞きながら地域福
祉を形づくる意味においては将来的なあり方とし
て考えられうるが，仕事と子育ての日々 の暮らしに
精一杯の母子世帯は，行政に声を届ける力も時間
も剥奪されているのが現状である。2006年度か
ら国の補助事業として始まった「母子自立支援プ
ログラム策定事業」や就業支援事業の実施を通し
て，各地方自治体が母子世帯の暮らしへの理解を
深め，仕事と子育てを両立しながら母子世帯が次
世代の子どもを育て上げるのに必要な支援策は
何か，現在は地方自治体が模索する段階にあると
いえる。したがって制度に関する国の責任はいま
だ継続すべきと考えるが，当事者の声を取り入れ
つつ，地域の母子福祉のあり方を形づくった地方
自治体に対しては，福祉改革前のアメリカ同様，財
源委譲と権限委譲を段階的に行うことも考えられ
よう。その場合に重要なのは，地方自治体が独自
のプログラムを実施するための資金を児童扶養手
当制度の枠内外で保証することである。地方自治
体は当事者の声を聞きつつ地域の特性を活かし
た支援策を構築し実施すること，国はその財政的
な裏づけを与えることが期待される。
第二に，「働くことが報われる仕組み」の実質化
である。アメリカの経験から学べることは，福祉
ケースロードの低下は必ずしも単純な福祉から就
労への移行を意味しないことである。＜ TANF→
就労＞だけでなく，＜ TANF→ SSI＞＜ TANF→
保育費補助＋住宅費補助＞＜ T A N F →就労
+Medicaid＋ Food Stamps＞＜ TANF→就労
+EITC＞など，さまざまなバリエーションが存在し，

TANFから離れた後も多くの人々がさまざまな公的
支援を受け続けている。TANF 退出者が再び
TANFに戻ることがないようにするためにも，福祉
の中にいる人々だけでなく福祉から離れた人々へ
の支援がきわめて重要である。またこのことは，住
宅費，光熱費，食糧費，保育費，医療費，賃金補助
といった支援があれば，TANFを受けずに暮らして
いくことができるという側面をも示しており，日本にお
いても，医療扶助や住宅扶助などの具体的ニーズ
については生活保護本体である生活扶助より緩や
かな基準で単給を認める，低所得で子どもを育て
ている世帯に対しては家賃・保育費・教育費など
を補助する，といった支援策が考えられよう。
ところで，このようなアメリカ福祉改革後の支援
のあり方は，たとえ所得が生活保護基準以下で
あっても，仕事，保育所，公営住宅，児童扶養手当
を利用しながら，生活保護を受けずに暮らしてき
た日本の母子世帯の現実を想起させる。アメリカ
福祉改革の理念を日本の母子世帯政策と対比させ
たカマーマンが，「意図的なのか偶然なのか，日本
の児童扶養手当制度は実際，上に述べたのと（ア
メリカ福祉改革のコンセンサス―引用者）同様の
政策思考をもちながらはるか先を行っている」と評
価したように〔カマーマン 1997，p.48〕，実際，日本
の児童扶養手当は，生活保護のようなスティグマを
ともなわないこと，受給者の多くが働いていること，
年間 11～ 51万円程度の手当であること等，EITC
と類似した性格を有している。しかしながら 2002
年の母子福祉改革は，その児童扶養手当にタイム
リミットを設け，手当の支給を受けた母は自立を図
らなければならないとする規定を導入するなど，
児童扶養手当を受けることは“依存”であると宣言
した。だが TANF受給者の就労による自立を実質
化する EITCの効果を考えると，児童扶養手当は
生活保護を受けないため，また生活保護から離れ
るために不可欠な制度であると積極的に位置づけ
ることができよう。働いても貧しい母子世帯を福
祉依存者とみなすのではなく，「働くことが報われ
る仕組み」を実質化することは，アメリカ以上に日
本の母子世帯政策が直面する課題である。
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V 結 語

本稿は 1996年のアメリカ福祉改革について，
TANFケースロード低下の背景とワークフェアを支
える仕組みを考察してきた。児童扶養手当や生活
保護受給者が増加している日本では，福祉受給者
に就労要件を課し，福祉受給期間にタイムリミット
を設けたアメリカ福祉改革は，福祉ケースロードの
低下につながる魅力的な政策モデルに映る。し
かし TANFから離れた人たちは必ずしも就労によ
る賃金だけで生活しているのではなく，さまざまな
公的支援を受け続けている。TANFの運用面に
おいてもタイムリミットや就労要件を柔軟に適用し
つつ，就労による自立を実質化するための取り組
みがみられる。また，税制を通した給付を含めて
大きな財政支出がワークフェアの実現を支えてお
り，働いても貧しいワーキングプアへの支援は福
祉改革後も継続しているどころかむしろ強化され
ている。

TANF受給者とその後の支援にアメリカ社会が
大きな関心をよせるのは，そこで次代の社会を担
う子どもが育てられているからにほかならない。
日本の児童扶養手当・生活保護制度改革において
も，ケースロードの低下や歳出削減を政策目標と
するのではなく，母子世帯が働きながらひとりで子
どもを育て上げることができる社会の実現にむけ
て，住宅・医療・税制などとも関連させながら制
度構築していくことが求められる。

（平成 18年 3月投稿受理）
（平成 18年 9月採用決定）

付　記
本稿は平成 14～ 15年度科学研究費補助金（課
題番号 14730033）による研究成果の一部である。
本稿を作成するにあたり調査研究にご協力いただ
いた方々，本誌 3名の匿名レフェリーの方々に深
く感謝申し上げる。

注
1）ケースロードとは一定期間あるいはある時点で
の取り扱い件数をさす。TANFケースロードとは

TANFの現金給付の支給世帯数または支給者数
である。

2）資産調査をともなう公的扶助という意味では生
活保護に該当するが，最低生活水準（貧困ライン）
までの給付を保証するものではない定額給付と
いう意味では児童扶養手当に相当する。

3）ひとり親であるTANF受給者は，子の養育費の
強制徴収プログラム（Child Support Enforcement
Program）に協力することが義務づけられているほ
か，18歳未満のひとり親の場合は，成人の監督下
で生活すること，ならびに高等学校を卒業してい
ない場合は高卒資格を得るための学校に出席す
ることが義務づけられている。

4） 21カ月という短いタイムリミットをもつコネティ
カット州においても，調査期間内にタイムリミットに
到達した 2分の 1強の者は，求職活動を誠実に
行っていたと判定され，手当の延長が認められて
いる〔新井 2002，p.275〕。

5）連邦政府が定める最低就労参加率は一見シン
プルであるが，さまざまな活動を就労活動とみな
せることと大幅なケースロード低下の結果，実際
に州がおこなう計算は非常に複雑である。その
ため TANF受給者の就労参加率は連邦基準を満
たしたかどうかを確認するだけにおわり，正確な
数字が報告されていない可能性も指摘されてい
る〔Wiseman 2000，p.233〕。

6）ニューヨーク州の勤労控除は最初の $90と残り
の 51％であり，＜ $1000（勤労所得）－ $90 ＝
$910，$910× 51％＝ $464，$1000－($90＋
$464)＝ $446（認定所得）＞と計算される。イリノ
イ州の勤労控除は 67％であり，＜ $1000（勤労所
得）× 67％＝ $670，$1000－ $670＝ $330（認定
所得）＞と計算される。

7）州がたとえ積極的で柔軟な制度を用意しても福
祉事務所やジョブセンターのケースマネージメント
が適切に機能しておらず画一的な処遇にとどまっ
ていたり，ケースマネージャーの個人的な知識や
裁量に委ねられる部分が大きく受給者の権利とし
て制度適用が保障されるとは限らないなど，福祉
現場の報告からは多くの課題が散見される〔相内
1999；Wiseman 2000；Mink 2002など〕。
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